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庶務・選挙・統計等に関すること 

区政会議・区運営方針、広聴・広報等に関すること 

区の魅力発信・花と緑のまちづくり等に関すること 

地域活動支援、地域振興、防犯・防災、区役所附設会館等に関するこ
と 

社会教育、生涯学習、人権、学校支援等に関すること 

国民健康保険、後期高齢者医療制度・保険料納付等に関すること 

住民登録・戸籍・課税証明書・就学・住居表示等に関すること 

各種検診、栄養相談・指導、医師・看護師・病院等の届け出に関するこ
と 

保健師による健康・育児・精神福祉の相談、生活習慣病の予防、健康
講座、酒害教室に関すること 

環境衛生・食品衛生、公害関連、動物に関する相談、飼い犬の登録、
犬・ねこの引き取りに関すること 

高齢者の保健福祉、介護保険に関すること 

生活困窮者自立支援に関すること 

障がい者の保健福祉・特定疾病・育成医療に関すること 

保育所、児童福祉、児童手当、児童扶養手当、母子福祉、ＤＶ、児童虐
待、子育て支援室に関すること 

生活保護に関すること 1 



鶴見区長の役割  

 

 
鶴見区長は 
鶴見区内の施策・事業の 

責任者 

 

 
 

 
 
 

区シティ・マネージャー（区CM） 鶴見区役所の長の権限 

・予算編成時の意見具申 
  ・鶴見区役所の職員を 
  指揮監督 
   

区CM 区役所の長 

局関係事務のうち、区CM（鶴見区

長）に決定権がある事務へ意見を

述べることができる 

局・室 

鶴見区役所関係事務の責任者と

して鶴見区役所職員を指揮監督

する 

区役所 
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義務的経費 

55.2% 
（約1億8千

万円） 

地域への補

助金 

8.0%（約3千

万円） 

区の独自事

業経費 
36.8% 

（約1億2千

万円） 

鶴見区独自予算（平成29年度） 

〈総額 約3億3千万円〉 

区役所予算 

〈区役所が地域特性などに応じて個別に実施する事業〉 

・住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業 

 （つなげ隊・コミュニティソーシャルワーカー配置） 

・区の広報事業 

・鶴見魅力創造事業 

 （ウインターフェスティバル、つる魅力検定等開催経費） 

・コミュニティ育成事業 

 （区民まつり等開催委託）      などを実施‼ 

区CMとは 

区庁舎維持管理費 
附設会館管理運営費 等 

予算編成時意見を述べることができる‼ 

局 事 業 
〈局が実施する鶴見区に関わる事業〉 

区CMに権限 

がある事業 

区CMに権限 
がない事業 

  
  【例】 
  ・鶴見緑地の維持管理 
  ・消防業務  ・交通業務 
  ・水道業務  ・病院業務 等             

【例】・放置自転車対策 
   ・道路舗装維持  
   ・いきいき放課後事業 
   ・がん検診   等 
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教育行政への区長の参画 

■  教育委員会事務局に鶴見区担当教育次長を設置し、鶴見区長が兼務。 

鶴見区担当教育次長（鶴見区長）の担当事務 

  ・学校の配置や規模における教育環境の適正化 

  ・保護者・区民等の教育に関連するニーズや学校の状況の把握 

  ・学校の状況に応じたサポート   など 

●教育委員会事務局の一員として、教育の場に区民・ 

  保護者の意見を反映 

●学校や地域の実情や課題に、より適応した取組を展開 

教育委員会事務局 

教育長 

部 長 

課 長 

・ 
・ 
・ 

分権型教育行政への転換 

鶴見区担当 
教育次長 
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予算編成の改革 

 
 【区役所予算】 
  ・区役所で実施する施策・事業 
  ・区役所所管施設の維持管理等 
  
 【局・室予算】 
  ・区関連の施策・事業 
 
 
 
 

これまでの仕組み 

【課題】 局・室主導の予算編成では区ごとの特性や実情に応じた総合的一体的な施策展開ができない 

区役所予算として、区役所が予算編成 

局・室予算として、局・室が予算編成 
（区長からは要望のみ） 

 

           区長（区CM）がその権限と責任において、地域の特性や実情に応じ、 
区関連の施策・事業に関する局・室予算も含め、総合的な予算を編成 

新たな仕組み 
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